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生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品（生食用
冷凍鮮魚介類に限る。）の加工基準の改正について
（「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正」）

近年、生食用鮮魚介類の加工基準の改
正が進んでいますが、この加工基準は、
「食品衛生法施行規則及び食品、添加
物等の規格基準の一部改正について」
という厚生労働省告示によって法制化
されており、その始まりは昭和 46 年
と意外に古く、その当時は鮮魚介類に
は化学合成品たる添加物はいかなる理
由があっても使用してはならないと定
めていましたが、近年の食品の多様性
を考慮し、殺菌を目的とする場合に限
り、その安全性が確認出来た食品添加
物については加工基準の中に取り入れ
ていくという方向性が生まれ、平成
13 年からは殺菌を目的とした場合に
限り、次亜塩素酸ナトリウムが生食用
鮮魚介類に使用することができるよう
になり、これによって衛生基準を満た
すことができるようになりました。
さらに平成 28 年には 2 回改正され、
生食用鮮魚介類への直接殺菌剤とし
て、亜塩素酸水、次亜塩素酸水などの
新しい殺菌技術が追加されました。＜
表 1＞

生食用鮮魚介類の加工基準改
正の経緯

＜表 1＞　生食用鮮魚介類の加工基準の変遷

加工基準における原料用鮮魚介類に対する添加物の使用について

昭和46年4月 原料用鮮魚介類の加工に当たっては化学的合成品たる添加物を使用してはならない。    

平成13年6月 (１) 加工に使用する水は、飲用適の水、殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人
　　口海水を使用しなければならない。
(２) 原料用鮮魚介類は、鮮度が良好なものでなければならない。
(３) 原料用鮮魚介類は、飲用適の水、殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人口
　　海水を用い、十分に換水しながら行わなければならない。
(４) 原料用鮮魚介類は、飲用適の水、殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人口
　　海水で十分に洗浄し、製品を汚染する恐れのあるものを除去しなければならない。
(５)(４) の処理を行った鮮魚介類の加工は、その処理を行った場所以外の衛生的な
　　場所で行わなければならない。また、その加工に当たっては、化学的合成品た
　　る添加物（次亜塩素酸ナトリウムを除く）を使用してはならない。

平成28年4月 (１) 加工に使用する水は、食品製造用水、殺菌した海水又は食品製造用水を使用し
　　た人口海水を使用しなければならない。
(２) 原料用鮮魚介類は、鮮度が良好なものでなければならない。
(３) 原料用鮮魚介類は、飲用適の水、殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人口
　　海水を用い、十分に換水しながら行わなければならない。
(４) 原料用鮮魚介類は、食品製造用水、殺菌した海水又は食品製造用水を使用した
　　人口海水で十分に洗浄し、製品を汚染する恐れのあるものを除去しなければならない。
(５)(４) の処理を行った鮮魚介類の加工は、その処理を行った場所以外の衛生的な
　　場所で行わなければならない。また、その加工に当たっては、化学的合成品た
　　る添加物（亜塩素酸水、次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリウムを除く）を使
　　用してはならない。

平成28年6月 (１) 加工に使用する水は、食品製造用水、殺菌した海水又は食品製造用水を使用し
　　た人口海水を使用しなければならない。
(２) 原料用鮮魚介類は、鮮度が良好なものでなければならない。
(３) 原料用鮮魚介類は、飲用適の水、殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人口
　　海水を用い、十分に換水しながら行わなければならない。
(４) 原料用鮮魚介類は、食品製造用水、殺菌した海水又は食品製造用水を使用した
　　人口海水で十分に洗浄し、製品を汚染する恐れのあるものを除去しなければならない。
(５)(４) の処理を行った鮮魚介類の加工は、その処理を行った場所以外の衛生的な場
　　所で行わなければならない。また、その加工に当たっては、化学的合成品たる
　　添加物（亜塩素酸水、次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリウム並びに水素イオ
　　ン濃度調整剤として用いられる塩酸及び二酸化炭素を除く）を使用してはならない。
(６) 加工に使用する器具は、洗浄及び消毒が容易なものでなければならない。また、その
　　使用に当たっては、洗浄した上、消毒しなければならない。

生食用鮮魚介類の加工基準の中には、

“原料用鮮魚介類” という表現があり、

平成 13 年厚生労働省告示第 213 号に

おいて、「第 213 号における生食用鮮

魚介類の加工基準中の（５）の処理を

行っていない鮮魚介類については、化

学的合成品たる添加物の使用規定は適

当されないこと。」という記述があります。

またこれは、生食用鮮魚介類として加

工される以前の鮮魚介類については、

化学合成品たる添加物の使用を妨げる

ものではないという事でもあり、原料

用鮮魚介類の段階では、衛生基準を満

たすため、いわゆる殺菌を目的として

いる場合、化学合成品たる添加物を使

用できるという事になります。

但し、食品添加物の使用基準と、最終

製品において、消費者誤認を招くよう

な欺瞞的使用方法は、添加物本来の目

的とは異なる為、認められていないこ

とは大前提となります。



生食用鮮魚介類を原料にした
場合の加工基準

生食用鮮魚介類は、原料用鮮魚介類

に殺菌処理を施すことによって衛生

的な状態となった最終製品であり、

生食用鮮魚介類を原料として購入し、

再度、生食用鮮魚介類に加工した場

合、その取り扱いには十分な注意が

必要となります。

特に、海外でフィレ加工した生食用

鮮魚介類を原料として輸入し、これ

を国内で生食用鮮魚介類として再加

工した場合、原料用鮮魚介類とは認

められず、この原料は生食用鮮魚介

類の加工基準が適用済みの状態とな

り、化学合成品たる添加物を使用す

ることはできません。＜表 2＞

これは、そもそも生食用鮮魚介類に

加工された段階で、すでに衛生基準

が満たされているはずであるという

考えが根底にあるからです。

＜参考 1＞　原料用鮮魚介類と生食用鮮魚介類の加工基準の適用状況

＜表 2＞　フィーレ原料などの輸入原料における加工基準の適用

原料用鮮魚介類 生食用鮮魚介類
水揚げされた鮮魚介類
凍結された鮮魚介類

切り身又はむき身にした鮮魚介類（生かきは除
く）であって、生食用のもの（凍結させたもの
を除く）

生食用鮮魚介類の加工に至る前までの衛
生基準を満たすための化学的合成品たる
添加物の使用規定は適当されない

亜塩素酸水、次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリ
ウム並びに水素イオン濃度調整剤として用いられ
る塩酸及び二酸化炭素以外を使用してはならない

原料用鮮魚介類 生食用鮮魚介類

水揚げ→洗浄→皮むき→殺菌→水洗→製品会社 A

会社 B
※例として、海外で加工されたイカのフィレ原料は生食用鮮魚介類にあたり、国内で生食用鮮魚介類
に再加工する場合、加工基準の適用を受ける。この為、その加工にあっては化学合成品たる添加物（亜
塩素酸水、次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリウム並びに水素イオン濃度調整剤として用いられる塩
酸及び二酸化炭素を除く）を使用してはならない。よってこの場合、（  ）内以外の添加物は使用する
ことが出来ないということになります。

生食用鮮魚介類とその対象業者

冷凍食品（生食用冷凍鮮魚介類に限る。）の加工基準
(５) (４) の処理を行った鮮魚介類の加工は、その処理を行った場所以外の衛生的な場所で行わなけ
ればならない。また、その加工に当たっては、化学的合成品たる添加物（亜塩素酸水、次亜塩素酸
水及び次亜塩素酸ナトリウム並びに水素イオン濃度調整剤として用いられる塩酸及び二酸化炭素を
除く。）を使用してはならない。

生食用かきの加工基準
(４) 生食用かきの加工は、衛生的な場所で行わなければならない。また、その加工に当たっては、
化学的合成品たる添加物（亜塩素酸水、次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリウム並びに水素イオン
濃度調整剤として用いられる塩酸及び二酸化炭素を除く。）を使用してはならない。

＜表 3＞　生食用冷凍鮮魚介類及び生食用かきの加工基準

まとめ

これまで、漁港に併設されていた加工

場では処理水に海水を直接使用してい

ましたが、この海水を殺菌し、飲用適

の食品製造用水を用いることにした平

成 13 年の加工基準大幅改正により、

これ以降、腸炎ビブリオによる食中毒

は激減することとなり、これは国内企

業の衛生管理基準の強化による賜物で

あると捉えられています。

しかし、海外で加工されたものも生食

用鮮魚介類であり、これを国内で二次

加工して生食用鮮魚介類として商品化

する際には、すでに加工基準が適用済

みであることをご存知ではない方も多

く、今や、コンビニでも寿司が販売さ

れている時代であります。今回、改正

されました食品衛生法につきまして

は、再確認していただきますと共に、

安全な鮮魚介類が正しく流通されるこ

とを望んでやみません。

最終製品として市場流通される生食用
鮮魚介類は、一般に消費者が加熱せず、
そのまま摂取する事が前提であり、軽
度な加工が施されるもの（刺身、すし、
和え物、酢の物）だけはこの中に含ま
れています。また、対象業者としまし
ては、魚介類せり売業者、仲買業者、
魚介類販売業者、製造加工業者、 およ
び一部の飲食店営業者であり、製造加
工業者としては、むき身業者、ゆで貝、 
ゆでたこ、ゆでいか、ゆでかに、ゆで
えび等の製造加工業者、生節の製造業
者、生しらすの製造業者と、一部の飲
食店営業者であり、この一部の飲食店

営業者には、すし屋及び刺身等を作
る料理店が含まれていますので、や
はり最終製品となる生食用鮮魚介類
を消費者へ提供する業者が対象であ
るということはわかっていただける
のではないでしょうか？
また、冷凍食品（生食用鮮魚介類に
限る。）及び生食用かき（生食用鮮魚
介類等）についても生食用鮮魚介類
と同様に改正されており、＜表 3＞こ
のように、生食される鮮魚介類につ
いては、全体的に改正され、最終消
費者に対する食の安全性を確保する
為に、衛生基準を担保するという点
が、より強調された結果だと言える
のではないでしょうか？

＜参考 2＞　魚介類の分類
魚介類

鮮魚介類
生食用 加熱・加工用

魚介加工品
鮮魚介類以外の全ての魚介類

魚介乾燥品
魚介塩蔵品
魚肉ねり製品
魚肉漬物

　　　　   など生食用冷凍鮮魚介類

生食用鮮魚介類
※細切りされたものには
　食品規格がある

冷凍されていないもの

冷凍魚介類
冷凍されたもの


